
北九州市（福岡県）における事業者等への取組
　2024年４月１日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮が
義務化されることも踏まえ、事業者は、地域における共生社会の実現を図る重要な担い手となることが一
層期待されている。ここでは、事業者の参画の下、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組を行っ
ている地方自治体として、北九州市（以下本章では「市」という。）における取組を紹介する。

１．相談体制の構築
　市では、「障害者差別解消法」の成立を契機として、障害を理由とする差別に関する相談と解決のために、
2016年４月より専用の窓口である「障害者差別解消相談コーナー」を設置した。同相談コーナーには専門
相談員を配置し、障害のある人やその家族だけでなく、「障害のある人から配慮の申出があったが、適切
な対応方法が分からない」等の悩みを抱える事業者からの相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援
を行っている（専門相談員は、社会福祉士または精神保健福祉士及び社会福祉主事の任用資格を有するも
のと定めている。）。
　また、市では「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して障害を理由とする
差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的に「障害を理由とする差別を
なくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」を制定し、2018年４月１日に全面施行している（一
部は2017年12月20日施行）。この条例に基づき、市では市の付属機関として「北九州市障害者差別解消委
員会」を設置し、障害を理由とする差別に関する事案で市が相談対応を行っても解決が得られない場合に
は、相談者の申立てに基づき調査審議し、解決に向けた助言・あっせん等を行うことができることとされ
ている。事案を調査審議し解決に向けた助言・あっせんを行うためには多様な視点からの事案の検討が必
要との観点から、事案に対する事業者の対応の適否や可否、また求められている配慮が過重な負担となる
かどうかなど、事業者の立場からの意見が得られるよう、同委員会の構成員には事業者も含まれている。

▽北九州市障害者差別解消委員会
構成員 学識経験者、法曹、障害当事者・家族、事業者、相談支援事業者（計７名）

障害者差別解消に関する取組事例（自治体）
TOPICS（トピックス）（３）
第１章第１節　３．障害者の差別解消に向けた取組等� ／内閣府

出典：「北九州市障害者差別解消条例パンフレット　障害を理由とする差別に関する相談と解決の仕組み」
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２．地域協議会における取組状況
　市では、障害者差別に関する相談などについて情報共有し、障害を理由とする差別を解消する取組を効
果的かつ円滑に行うため、2016年に「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」（以下本章では「協議会」
という。）を組織し、市内の障害者団体が加盟する「北九州市障害福祉団体連絡協議会」と共同で運営を
開始した。

▽北九州市障害者差別解消支援地域協議会
構成員 学識経験者、法曹、医療・福祉等、教育、支援団体、障害当事者団体、民間事業者、行政（28名）

開催頻度 年２～３回程度

　構成員は、障害当事者・団体や福祉関係者だけではなく、中小企業団体連合会を構成員とし、地元の飲
食業者や公共交通機関の事業者が参加していることが特徴であり、多種多様な業種の意見を共有できると
いうメリットがある。また、2021年度には、「改正障害者差別解消法」の施行を見据え、協議会における
事業者委員の拡充に取り組むこととし、市職員が事業所を訪問し協議会への参画を依頼した結果、参画事
業者数が増加した（2022年時点で７事業者が参画。）。
　2021年度の協議会では、これまでに実施してきた障害者差別解消に向けた取組について総括し、今後の
課題抽出を行った。
　また、2022年度からは、「改正障害者差別解消法」の施行、条例改正に向けた議論を更に加速させると
ともに、活発な議論を行うため、協議会の下に「事業者向け取組等検討部会」、「事例公開等検討部会」及
び「啓発方法等検討部会」の３つの部会を立ち上げた。
　特に「事業者向け取組等検討部会」においては、事業者委員の参画の下、本音で議論を重ねながらこれ
までの啓発活動も踏まえつつ、事業者からの依頼を受けてから講演を行うといった、事業者に対して受け
身であった市の啓発方法を見直し、「積極的な啓発」となることを意識しながら今後の取組について検討
を行っており、2023年度以降は、市内の事業者へ周知啓発のための個別訪問、合理的配慮に関する動画作
成、事業者向けパンフレットの改定などを実施する予定となっている。

３．周知啓発活動
　市では、広報物や研修・イベントの開催などを通じて、より多くの市民や事業者に条例や障害理解に関
する内容を伝えるよう努めている。ここでは主に事業者を対象とした周知啓発活動を紹介する。

（１）条例パンフレットの作成
　市では、条例の施行に伴い、事業者向けに障害者差別解消条例リー
フレットを作成し、事業者へ配布するとともに、中小企業向け情報
誌に条例記事の掲載を行い、条例及び障害に応じた合理的配慮の提
供について周知に努めている。
　2016年度、2018年度は市内企業8,500社へ条例パンフレットを配布、
2019年以降は、民間事業者への出前講演や障害福祉サービス事業者
等集団指導、指定管理者研修会などの場で配布を行っている。

（２）出前講演の実施
　市では、障害者差別解消条例や合理的配慮の提供について知りた
い等の要望に応えるために、市民や事業者を対象に出前講演を実施
しており、2020年には事業者団体等が主催する経営者研修会におい
て講演を行った。また市では「合理的配慮の提供事例」等を内容と
する啓発DVDを作成し、出前講演を実施する際に併せて上映して
いる。現在は、コロナ禍の影響でオンラインや動画配信による研修
が主流となり、研修方法が多様化している。
　１に前述の専門相談員は、各種相談に対する対応に加え、これら出前講演や研修の企画運営等を行って
いる。

出典：「事業者向け啓発用リーフレット」

第１節　改正障害者差別解消法の施行に向けて第１章　障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組
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株式会社ミライロにおける取組
　障害のある当事者の視点からユニバーサルデザインのインフラやソリューションを企業や自治体に提供
している株式会社ミライロ（以下本章では「ミライロ」という。）では、障害者手帳をスマートフォン上
でデジタル化するアプリケーション「ミライロID」や「民間事業者（※）による合理的配慮推進委員会」
（以下本章では「合理的配慮推進委員会」という。）を運営している。
※委員会名の「民間事業者」とは、改正障害者差別解消法により合理的配慮の提供が義務化される事業者を指す。

1．デジタル障害者手帳（ミライロID）
　ミライロは、障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳）を所有している人を対象としたスマートフォン向けアプリ
ケーションであるデジタル障害者手帳「ミライロID」を運営している。
　利用者は、障害者手帳、福祉機器の仕様、求めるサポートの内容等を
ミライロIDに登録した後、ミライロIDを本人確認書類として認めてい
る自治体や事業者等（2023年３月31日現在の数3,769）の公共機関や商業
施設において、障害者手帳の代わりに提示することで、割引や必要なサ
ポートを受けることができる。
　ミライロIDを利用することで、紙の障害者手帳ではできなかったこと
ができるようになる。例えば、オンラインによる事前決済や非対面決済
において障害者割引が適用され、無人駐車場で障害者割引を受けたり、
窓口等で改めて障害者手帳を提示することなくオンラインで障害者割引

チケット等を購入したりすることが
可能になる。また、障害者割引の適
用を受ける際に障害者手帳の代わり
にスマートフォンの提示で済むた
め、窓口等で障害者手帳を出すこと
で周囲に障害のあることを知られる
ことがなくなり、障害者手帳を持つ
人のプライバシーの強化につなが
る。さらに、必要なサポートや車椅子のサイズなどを登録しておくこ
とで、窓口等での合理的配慮等に関する伝達を円滑に行いやすくなる。
　ミライロでは、障害のある人の移動や生活をより便利に、より自由
にしていくために、ミライロIDを利用できる公共機関や商業施設を
拡大し、機能の一層の充実を図っていく予定である。

２．合理的配慮推進委員会
　事業者による合理的配慮の提供を義務化する「改正障害者差別解消法」の施行を控え、ミライロは、国
や地方公共団体と連携しながら、合理的配慮の事例、知見、ノウハウを蓄積し、事業者に対して啓発を行
う組織が必要と考え、2021年10月に、弁護士、大学客員教授、ビジネスコンサルタントやWebアクセシビ
リティの専門家等の多様な有識者で構成される合理的配慮推進委員会を発足した。
　2021年には「合理的配慮に関する実態調査」の結果を公開した。「障害者差別解消法の認知度」や「具
体的に求める（あるいは実践している）合理的配慮の提供」等を設問としており、事業者に期待される合
理的配慮の提供に係る障害のある人の声を確認することができる。合理的配慮推進委員会では、このよう
な取組や、好事例の収集・発信を通じ、合理的配慮の提供が実践される社会づくりに寄与することとして
いる。

ミライロIDのホーム画面
（イメージ）

障害者差別解消に関する取組事例（事業者）
TOPICS（トピックス）（４）
第１章第１節　３．障害者の差別解消に向けた取組等� ／内閣府

ミライロIDの使用例
（イメージ）
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